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約款 

（特約名） 

目標到達時 
円建年金保険移行特約 
指定代理請求特約 

無配当外貨建個人年金保険019（予定利率更改型）用 

 このたびは、現在ご契約いただいております当社の保険に

特約を付加くださいまして誠にありがとうございました。 
 この冊子は、特約条項について記載されていますので、該当

する条項をご熟読のうえ「保険証券」とともに大切にご保存く

ださい。 
 今後とも、従来どおり末永くお引き立てくださいますよう

お願い申し上げます。 
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目標到達時円建年金保険移行特約について 
《特約条項 ➜ 6ページ》 

この特約は、年金開始日の３営業日前までに主契約に付加することにより、保険料払

込期間の満了日の翌日からその日を含めて１か月経過した日以後、円に換算した解約

返戻金額が目標額（円）①以上となった場合に、主契約を円建年金保険に自動的に移

行させる特約です。 

 

 

ア．円建年金保険への移行 

●次の〈1〉が〈2〉以上になったと判定された場合、その日（目標到達日）の翌日を移行日

として、主契約は円建年金保険に自動的に移行します。 

〈1〉主契約を解約したとみなしたときの解約返戻金額を円換算レート（支払用）により

円に換算した金額 

〈2〉目標額（円） 

●上記の判定は、保険料払込期間の満了日の翌日からその日を含めて１か月経過した日以

後、年金開始日の３営業日前までの期間における、当社の営業日、かつ、当社が指定する

取引銀行の営業日にあたる日ごとに行います。なお、保険料のお払い込み方法（回数）が

月払のご契約の場合で、最終の保険料期間に対応する保険料が保険料払込期間の満了日

までに払い込まれなかったときは、保険料払込期間の満了日の翌日からその日を含めて

２か月経過した日以後に判定を行います。 

●円建年金保険に移行後の積立金額は、上記〈1〉の金額に基づき、移行日における基礎率

（予定利率等）によって計算します。 

●円建年金保険に移行後の年金額は、年金開始日前日末の積立金額②に基づき、移行日にお

ける基礎率（予定利率等）によって計算します。 

積立金額

死
亡
給
付
金
額

死
亡
給
付
金
額

１か月保険料払込期間

目標額（円）

死
亡
給
付
金
額
（
円
）

目標額（円）到達
 しくみ

 

ご契約

 
移行日

目標到達日
の翌日

解約返戻金額
(円)

年金開始日

毎営業日判定

年金額（円）

 

積
立
金
額
（
円
）

円建年金保険
に自動移行

 

①目標額（円） 
特約付加時にご契約者
が円で設定します。 

 
②年金開始日前日末の

積立金額 
個人年金保険料税制適
格特約を付加した場
合、円で積み立てられ
ている前納された保険
料の残額があるとき
は、円のまま年金開始
日前日末の積立金額に
繰り入れます。 
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イ．円建年金保険について 

●被保険者が年金・死亡給付金の支払事由③に該当されたとき、年金・死亡給付金を円によ

りお支払いします。なお、お支払いする死亡給付金額は、被保険者が死亡された日におけ

る積立金額④の1.05倍相当額とします。 

●年金の種類および年金支払期間⑤は、特にお申し出のない限りご契約時にお選びいただい

たものとなりますが、年金開始の際に変更することもできます。 

●年金は円建で、毎回のお支払い額は一定です。 

●年金額が12万円を下回る場合には、年金開始日の前日にご契約は消滅します。この場合、

年金開始日の前日における積立金額（円）をご契約者にお支払いします。 

 

 

ウ．目標額（円）について 

●ご契約時にこの特約を付加した場合の目標額（円）は、お払い込みいただく円建払込金額

の累計額（以下「円建払込金額累計額」といいます。）以上の金額を設定いただきます。

円換算レート（支払用）の変動により、円換算した解約返戻金額が目標額（円）を超える

など、所定の条件を満たした場合、目標到達日の翌日に主契約が円建年金保険に移行しま

す。 

＜イメージ＞ 

目標額（円）

円建払込金額
累計額

円換算した
解約返戻金額

目標額（円）
到達

 

●ご契約締結後は、目標額（円）として、円建払込金額累計額未満の金額を設定いただくこ

ともできます。円換算レート（支払用）が低位に留まるマーケット環境において、当初設

定していた目標額（円）があまりにも高いと考えられる場合にこのしくみをご活用いただ

けます。 

＜イメージ＞ 

変更前の
目標額（円）

円建払込金額
累計額

変更後の
目標額（円）

目標額（円）
を変更

円換算した
解約返戻金額

目標額（円）
到達

 

●なお、ご契約者は、目標到達日以前、かつ、年金開始日の３営業日前までは、目標額（円）

を変更することができます。 

 

 

 

③年金・死亡給付金の支
払事由 

「ご契約のしおり」の
「Ⅲ.1 無配当外貨建個
人年金保険019（予定利
率更改型）」をご覧くだ
さい。 
 
④被保険者が死亡され

た日における積立金
額 

移行日から被保険者の
死亡日の直後に到来す
る月単位の契約応当日
の前日までの経過年月
数を基準に計算しま
す。 

 
⑤年金の種類および年

金支払期間 
「ご契約のしおり」の
「Ⅵ.4 年金の種類等の
変更について」をご覧
ください。 
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エ．その他のお取り扱い 

●年金額を減額することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご 注 意 

●口座振替扱またはクレジットカード扱以外のお払い込み方法により、最終の保険料期間

に対応する保険料を保険料払込期間の満了日までにお払い込みいただいた場合には、保

険料払込期間の満了日の翌日からその日を含めて２か月経過した日以後に判定を行う場

合があります。 

●ご契約が失効している場合は判定を行いません。 

●円建年金保険に移行後の年金額（円）・死亡給付金額（円）・積立金額（円）は、移行前の年

金・死亡給付金・積立金額を円換算レート（支払用）で円に換算した金額を下回ることがあ

ります。 

●目標到達時円建年金保険移行特約の特約条項は、この特約が付加される日における特約条

項が適用されます。 

●円建年金保険に移行する前に年金開始日が到来した場合、この特約は消滅します。 

●目標額（円）として円建払込金額累計額未満の金額を設定したとき、目標額（円）を設定し

た日に円建年金保険への移行の条件を満たす場合があります。その場合、設定した日の翌

日に主契約が円建年金保険に移行します。 

＜イメージ＞ 

変更前の
目標額（円）

円建払込金額
累計額

変更後の
目標額（円）

目標額（円）
を変更

円換算した
解約返戻金額

目標額（円）
到達
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指定代理請求特約について 
《特約条項 ➜ 9ページ》 

主契約の被保険者が年金受取人となるご契約にこの特約を付加されますと、年金の受

取人である主契約の被保険者に自らご請求できない次の例のような事情が生じた場

合、指定代理請求人は、主契約の被保険者の代理人として年金をご請求いただくこと

ができます。 

（例）自らご請求いただけない事情 

・主契約の被保険者が年金を請求する意思表示ができないと当社が認めたとき

ア．対象となる年金

●指定代理請求人よりご請求いただける年金は、次のとおりです。

・主契約の被保険者が受取人となる年金

●すえ置かれている年金はご請求の対象にはなりません。

イ．指定代理請求人の範囲

●指定代理請求人は、ご契約者（年金開始後は年金受取人）が主契約の被保険者の同意を得

て、次の範囲の中から指定した方１名となります。また、指定代理請求人が年金をご請求

いただく際にもこの範囲内であることが必要です。

◈ 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者

◈ 主契約の被保険者の直系血族（子、孫、父母、祖父母など）

◈ 主契約の被保険者の３親等内の親族（兄弟姉妹、おじ、おば、甥
おい

、姪
めい

など） 

●ご契約者（年金開始後は年金受取人）は、被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代

理請求人を変更することができます。
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●被保険者に年金を自らご請求いただけない事情が生じた際に、指定代理請求人の要件を

満たす方がいない場合、または、指定が撤回されたこと等により指定代理請求人が指定さ

れていない場合には、後継年金受取人が指定されているご契約は後継年金受取人、後継年

金受取人が指定されていないご契約は主契約の被保険者の戸籍上の配偶者が、被保険者

の代理人として年金をご請求いただけます。

ウ．代理請求によるお支払い

●指定代理請求人が年金をご請求される場合、被保険者に年金を自らご請求いただけない

事情が生じたことを示す書類およびその他の必要書類をご提出いただきます。

●年金を指定代理請求人にお支払いした場合、その後重複して年金受取人からその年金を

ご請求されてもお支払いできません。

ご 注 意 

●年金を指定代理請求人にお支払いした場合、当社は被保険者にその旨のご連絡をいた

しません。したがって、被保険者の承諾なしにご契約の全部または一部が消滅するこ

ととなります。

●故意に年金を被保険者が請求できない状態にさせた方は、指定代理請求人として年金

をご請求いただけません。

●指定代理請求特約の特約条項は、この特約が付加される日における特約条項が適用さ

れます。
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目標到達時円建年金保険移行特約 

（この特約の主な内容） 

この特約は、無配当外貨建個人年金保険019（予定利率更改型）契約に付加することにより、

年金開始前において、円に換算した主たる保険契約の解約返戻金額が目標とする金額以上となっ

たときに、円建年金保険に自動的に移行することを主な内容とするものです。 

第１条（用語の意義） 

この特約において使用される用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

用語 意義 

⑴ 主契約 主たる保険契約のことをいいます。 

⑵ 主約款 主契約の普通保険約款のことをいいます。 

⑶ 契約者 保険契約者のことをいいます。 

⑷ 指定通貨  主契約の締結の際、契約者が指定した主契約に適用される通貨のこ

とをいいます。 

⑸ 目標額  円建年金保険に自動的に移行する際に目標となる円建の金額をいい

ます。 

⑹ 取引銀行  会社が指定通貨を円に換算するにあたって主として取引する銀行の

ことをいいます。 

⑺ 積立金  将来の年金および死亡給付金を支払うために積み立てる金額をい

い、払い込んだ保険料および契約の経過した年月数によって、会社の

定める方法により計算します。なお、円建年金保険に移行後は、移行

後の経過した年月数によって、会社の定める方法により計算します。 

⑻ 年金開始日 主約款に定める年金開始日をいいます。 

⑼ 年金支払日 主約款に定める年金支払日をいいます。 

第２条（特約の締結） 

① この特約は、主契約の締結の際または締結後、年金開始日前の会社の定める日までに、契

約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に、主契約に付加して締結します。

② 契約者は、この特約の締結の際、会社の定める範囲内で目標額を設定してください。

③ 主契約の締結の際に、この特約が主契約に付加された場合、会社は、目標額を保険証券に

表示します。

④ 主契約の締結後、この特約が主契約に付加された場合、会社は、この特約の名称および目

標額を記載した保険証券を新たに交付します。

第３条（円建年金保険への移行） 

① 次の第⑴号の金額が第⑵号の金額以上となった場合、その日（以下「目標到達日」といい

ます。）の翌日を移行日として、主契約は円建年金保険に自動的に移行します。

⑴ 主契約を解約したとみなしたときの解約返戻金額を会社所定の換算レートにより円に換

算した金額

⑵ 契約者が設定した目標額

② 第①項の判定は、主契約の保険料払込期間の満了日の翌日からその日を含めて会社の定め

る期間経過後における会社の営業日、かつ、取引銀行の営業日にあたる日ごとに行うものと

します。ただし、年金開始日前の会社の定める日以後は、判定を行いません。
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③ 第①項第⑴号に定める会社所定の換算レートは、第②項に定めるそれぞれの日における取

引銀行の対顧客電信買相場（ＴＴＢ）（１日のうちに公示の変更があった場合には、その日

の最初の公示値とします。）を下回ることはありません。

④ 円建年金保険に移行後の積立金額は、第①項第⑴号の金額に基づき、移行日における会社

の定める率によって計算します。

⑤ 円建年金保険に移行後の年金額は、年金開始日前日末の積立金額に基づき、移行日におけ

る会社の定める率によって計算します。

⑥ 円建払込金額を定める場合の特則を付加した円換算払込特約を付加して円による保険料の

前納を行っている場合、個人年金保険料税制適格特約に定める前納された保険料の残額の特

別取扱により、円で積み立てられた金額の残額により年金額を増額するときは、円建払込金

額を定める場合の特則の規定にかかわらず、指定通貨への換算を行わずに円のまま年金開始

日前日末の積立金額に繰り入れます。

第４条（年金、死亡給付金の支払） 

① 主約款の指定通貨に関する規定にかかわらず、移行日以後、会社は、年金および死亡給付

金を、円により支払います。

② 主約款に定める年金の支払の規定中、「年金受取人」を「主契約の年金受取人」と読み替

えて適用します。

③ 主約款に定める死亡給付金の支払の規定中、死亡給付金の支払金額は、「移行日から被保

険者の死亡日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの経過年月数を基準に計算し

た積立金額の1.05倍相当額」とし、「死亡給付金受取人」を「主契約の死亡給付金受取人」

に、「責任開始の日」を「主契約の責任開始の日」にそれぞれ読み替えて適用します。

第５条（年金または死亡給付金の請求手続、支払の期限および支払の場所） 

主約款に定める年金または死亡給付金の請求手続、支払の期限および支払の場所の規定中、

「年金受取人」を「主契約の年金受取人」に、「死亡給付金受取人」を「主契約の死亡給付

金受取人」にそれぞれ読み替えて適用します。 

第６条（特約の復活） 

① 主契約の復活請求の際に契約者から別段の申出がないときには、この特約についても同時

に復活の請求があったものとします。

② 第①項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときに限り、主約款

の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。

第７条（特約の解約） 

契約者は、目標到達日以前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することが

できます。この場合、必要書類（別表）を提出してください。 

第８条（特約の消滅） 

次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅し

ます。 

⑴ 主契約が消滅したとき

⑵ 円建年金保険に移行せずに年金開始日が到来したとき

第９条（払いもどし金） 

① 主約款の指定通貨に関する規定にかかわらず、移行日以後、会社は、払いもどし金を、円

により支払います。

② 主約款に定める払いもどし金の規定中、払いもどし金額は、移行日からの経過した年月数

によって計算します。

③ 第７条（特約の解約）の規定によりこの特約が解約される場合は、この特約に対する払い
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もどし金はありません。 

第10条（年金開始日の繰下げ） 

主約款の規定により年金開始日を繰下げる場合、繰下げ後の年金開始日における年金額は、

第３条（円建年金保険への移行）第⑤項の規定により計算します。 

第11条（目標額の変更） 

① 契約者は、目標到達日以前に限り、会社の定める範囲内で目標額を変更することができま

す。この場合、必要書類（別表）を提出してください。ただし、年金開始日前の会社の定め

る日以後は変更することはできません。

② 目標額の変更日は、第①項の必要書類（別表）が会社に着いた日とします。

第12条（契約者配当金） 

この特約に対する契約者配当金はありません。 

第13条（主約款の規定の準用） 

この特約に別段の定めのない事項は、主約款の規定を準用します。 

（2023年10月改定） 

別表 

請 求 書 類 

項 目 必 要 書 類 

１ 
特約の解約 

（第７条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

２ 
目標額の変更 

（第11条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

 会社は、上記の書類以外の書類の提出を求めること、上記の書類の一部を省略することまた

は上記の書類の提出以外の会社の定める方法による請求を認めることがあります。 
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指定代理請求特約 

（この特約の主な内容） 

この特約は、主たる保険契約の被保険者が受取人となる保険金等の支払事由が生じた場合で、

保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情があるときに、あらかじめ指定され

た指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求を可能とすることを主な内

容とするものです。 

第１条（特約の締結） 

この特約は、主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の締結の際または主契約の

締結後、保険契約者（以下「契約者」といいます。）の申出によって、主契約の被保険者の

同意および会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。 

第２条（特約の対象となる保険金等） 

主契約および主契約に付加されている特約（以下「各特約」といいます。）において、主

契約の被保険者が受取人となる保険金、給付金、年金、その他これらに準じる保険給付およ

び主契約の被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込免除（以下「保険金等」と

いいます。）をこの特約による代理請求の対象とします。ただし、すえ置かれた保険金等を

除きます。 

第３条（指定代理請求人の指定） 

この特約を付加した場合、契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、あらかじめ次の各

号の範囲内で１人の者を指定してください。（本条により指定された者を、以下「指定代理

請求人」といいます。） 

⑴ 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者

⑵ 主契約の被保険者の直系血族

⑶ 主契約の被保険者の３親等内の親族

第４条（指定代理請求人による保険金等の請求） 

① 第２条（特約の対象となる保険金等）に定める保険金等を保険金等の受取人が請求できな

い次の各号に定める事情があるときは、前条で指定した指定代理請求人が、必要書類（別表）

およびその事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金

等の請求をすることができます。

⑴ 保険金等の請求を行う意思表示が困難であると会社が認めた場合

⑵ 傷病名の告知を受けない蓋然性が高いと会社が認める傷病名について告知を受けていな

いため支払事由に該当する保険金等の請求ができない場合

⑶ その他前２号に準じる状態であると会社が認めた場合

② 指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において前条各号に定

める範囲内であることを要します。ただし、指定代理請求人としての要件を満たさない場合

または指定代理請求人が指定されていない場合には、死亡保険金受取人が指定代理請求人と

して、保険金等を請求することができることとします。

③ 前２項の規定により、会社が保険金等を指定代理請求人に支払った場合には、その後重複

してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。

④ 本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由（保険料の払込免除の事由を含みま

す。以下同じ。）を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第１項各号に定める状態

に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。
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⑤ 第１項の請求を受けた場合、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行い、また、会社

指定の医師の診断を受けてもらうことがあります。

⑥ 前項の事実の確認に際し、指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由

がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで保

険金等を支払わず、また保険料の払込を免除しません。会社が指定した医師による主契約の

被保険者の診断を求めたときも、同様とします。

第５条（指定代理請求人の変更および指定の撤回） 

契約者は、必要書類（別表）を提出し、主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求人

を変更し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。 

第６条（告知義務違反による解除等の通知） 

主契約にこの特約が付加されている場合、主契約または各特約の告知義務違反による解除

および重大事由による解除について、契約者の住所の不明その他の正当な事由によって契約

者に通知できないときは、主契約の普通保険約款（以下「主約款」といいます。）または各

特約の特約条項に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。 

第７条（特約の解約） 

この特約のみの解約は、取り扱いません。 

第８条（保険金等の受取人が法人に変更される場合の取扱） 

主約款および各特約の特約条項の規定により、保険金等の受取人が主契約の被保険者から

法人へ変更される場合には、指定代理請求人の指定は撤回されるものとします。 

第９条（主約款および各特約の特約条項に定める保険金等の代理請求の取扱） 

この特約を付加した場合、保険金等の代理請求については、この特約条項に定めるところ

により取り扱います。この場合、主約款および各特約の特約条項の規定による保険金等の代

理請求は取り扱いません。 

第10条（主約款および各特約の特約条項に定める給付金の法定相続人の代表者による請求の取

扱） 

この特約を付加した場合で、主約款または各特約の特約条項に主契約の被保険者が死亡し

た場合の給付金の法定相続人の代表者による請求の取扱に関する規定があるときは、主契約

の被保険者の法定相続人のうち、主契約の死亡保険金受取人等がいない場合に代理請求人を

法定相続人の代表者として取り扱う規定は適用しません。この場合、主契約の被保険者の法

定相続人であるこの特約において指定された指定代理請求人がいるときは、指定代理請求人

を法定相続人の代表者として取り扱うものとします。 

第11条（主約款および各特約の特約条項の規定の準用） 

この特約に別段の定めのない事項は、その性質が許されないものを除き主約款および各特

約の特約条項の規定を準用します。 

第12条（特約の更新） 

主約款の規定により主たる保険契約が更新されるときは、この特約も更新されます。 

第13条（主契約に年金支払特約または年金払移行特約が付加されている場合の特則） 

次の各号に定める場合は、第４条（指定代理請求人による保険金等の請求）第２項中、

「死亡保険金受取人」を「主契約の被保険者の戸籍上の配偶者」と読み替えて適用します。 

⑴ 主契約に年金支払特約が付加され、年金支払特約の年金の支払が開始した場合

⑵ 主契約に年金払移行特約が付加され、主契約の全部が年金払に移行した場合
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第14条（無配当外貨建個人年金保険019（予定利率更改型）に付加する場合の特則） 

この特約を無配当外貨建個人年金保険019（予定利率更改型）に付加する場合には、第４

条（指定代理請求人による保険金等の請求）第２項中「死亡保険金受取人」を「後継年金受

取人が指定されている契約は後継年金受取人、後継年金受取人が指定されていない契約は主

契約の被保険者の戸籍上の配偶者」と読み替えて適用します。 

（2023年10月改定） 

別表 

請  求  書  類 

項  目 必  要  書  類 

１ 

指定代理請求人による 

保険金等の請求 

（第４条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 会社所定の様式による医師の診断書

⑶ 主契約の被保険者の戸籍抄本

⑷ 指定代理請求人の戸籍抄本、住民票および印鑑証明書

⑸ 主契約の被保険者または指定代理請求人の健康保険被

保険者証の写し

⑹ 最終の保険料領収証

⑺ 保険証券

２ 

指定代理請求人の変更 

および指定の撤回 

（第５条） 

⑴ 会社所定の請求書

⑵ 契約者の印鑑証明書

⑶ 保険証券

 会社は、上記の書類以外の書類の提出を求めること、上記の書類の一部を省略すること

または上記の書類の提出以外の会社の定める方法による請求を認めることがあります。 
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引受保険会社 

〒１００－８１２３ 東京都千代田区大手町２－１－１                 

TEL:03(6831)8000（大代表）                 

ホームページアドレス https://www.taiju-life.co.jp/ 

■ お問合せ先

大樹生命 お客さまデスク

フリーダイヤル ０１２０－３１２－８０８

平日 ９：００～１７：００（土・日・祝日・年末年始を除く） 

（ X－2023－50 2023年 10月 ） 
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